
 

 

食中毒要綱の確認におけるケーススタディについて（案）

 

◎目的 

食中毒という危害要因の分類についての検討及び食中毒要綱の確認 

 

◎方法 

①緊急時対応専門委員の中からコーディネーターを選出する。 

②コーディネーターは事務局の協力を得てケーススタディを実施する。 

③各ケーススタディは１０～１５分程度とし、その後意見交換を行う。 

 

◎対象 

 

 危害要因の分類 コーディネーター 

微生物学的危害要因  

食 中 毒 

化学的危害要因  
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